
科目名 憲法 
単位 ２ 学科 こども学科(保) 

時間 ３０ 授業形態 講義 

担当教員 落合 研一 
開講 

時期 

１年後期 必選区分・ 

資格・免許 
保・選択必修 

全 

レポート期間 講師の指定した日 試験期間 授業最終日 

授業の目的 

憲法は｢統治機構｣と｢人権｣の二つの部分から成る。この二つは相互に密接に結び

ついている。すなわち、憲法は国民の人権を保障することに主眼があり、そのた

めに権力分立を基本とする統治機構が作られているのであり、権力分立に基づく

統治機構は人権保障に奉仕する。国家権力の濫用が防止され、国民の権利・自由

が保障されることで、｢人間の尊厳｣が保障される。さらに、憲法は国家という基

礎の上に成立し、平和が確保された状況で初めて機能する。憲法が我々の生活に

どうかかわっているかを理解することが、この授業のテーマである。 

授業の概要 

日本国憲法の全体像を理解できるようにする。日本国憲法の規定を確認し、人 

権保障に関して判例・学説を基に様々な解釈を、統治機構に関しては条文を中

心に解説をする。 

授業の計画 

１．憲法と立憲主義･日本憲法史 

２．日本国憲法の構成と基本原理 

３．基本的人権の保障･包括的基本権と法の下の平等 

４．精神的自由権 

５．身体的自由権 

６．経済的自由権 

７．社会権 

８．参政権と国務請求権 

９．統治機構の基本原理 

10．国会と立法権 

11．内閣と行政権 

12．裁判所と司法権 

13．財政 

14．地方自治 

15．憲法改正 

16．期末試験 

成績評価方法 期末試験の結果に基づいて評価する。 

テキスト 配布プリント 

持ち物 適宜プリントを配布 

履修上の 

注意事項 
































































































































































































